
【追記：入札に関するお知らせ】

現在公開中の公用車リース契約に係る入札について、「仕様書」の特記事項に記載している

残価精算の取扱いについて以下の補足をします。

■残価精算しない

  但し、リース契約満了前の途中で契約を終了する場合は、この限りではない。

   ※ 契約締結後にリース会社と締結するリース契約の内容に従い、規程損害金を支払います。


